
生駒市条例第１４号 

生駒市体育施設条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２６年３月２８日 

生駒市長 山下 真 

 

   生駒市体育施設条例の一部を改正する条例 

第１条 生駒市体育施設条例（平成元年１２月生駒市条例第３１号）の一部を次

のように改正する。 

  別表第３の２の表中 

 

 

 

 

 

  別表第３の３の表及び別表第３の４の表を次のように改める。 

３ グラウンド 

区 分 

(午前) 

9：00～ 

13：00 

(午後) 

13：00～ 

17：00 

(夜間) 

17：00～ 

19：00 

(夜間) 

17：00～ 

21：00 

生駒市北

大和グラ

ウンド 

イモ山公

園グラウ

ンド 

アマチュアス

ポーツ 

1,340円 1,340円 510円   

アマチュアス

ポーツ以外(

集会、講演会

等） 

6,790円 6,790円 3,390円 

むかいや

ま公園グ

ラウンド 

指定管理者が

特に必要があ

ると認める営

利使用の場合 

24,890円 24,890円 12,440円   

生駒市北

大和野球

場 

生駒市井

出山グラ

ウンド 

アマチュアス

ポーツ 

1,640円 1,640円   1,640円 

アマチュアス

ポーツ以外(

集会、講演会

等) 

6,790円 6,790円 6,790円 

「 
営利を目的とし 

ない場合 

全面 2,470 円 2,470 円 2,470 円 

半面 1,230 円 1,230 円 1,230 円 

」 

を 

ア マ チ ュ ア ス ポ

ーツ 

全面 2,470 円 2,470 円 2,470 円 

半面 1,230 円 1,230 円 1,230 円 

アマチュアスポーツ以外

（集会、講演会等） 
10,970 円 10,970 円 10,970 円 

 

「 

に改める。 

」 



指定管理者が

特に必要があ

ると認める営

利使用の場合 

24,890円 24,890円 24,890円 

生駒市総

合公園グ

ラウンド 

生駒市健

民グラウ

ンド 

アマチュアス

ポーツ 

1,340円 1,340円   1,340円 

アマチュアス

ポーツ以外(

集会、講演会

等) 

6,790円 6,790円 6,790円 

指定管理者が

特に必要があ

ると認める営

利使用の場合 

24,890円 24,890円 24,890円 

生駒市小

平尾南少

年グラウ

ンド 

アマチュアス

ポーツ 

620円 620円   620円 

アマチュアス

ポーツ以外(

集会、講演会

等) 

3,390円 3,390円 3,390円 

指定管理者が

特に必要があ

ると認める営

利使用の場合 

12,440円 12,440円 12,440円 

備考 

１ 児童生徒等が使用する場合の使用料又は利用料金の額は、上表の金額の２

分の１に相当する額とする。 

２ 次に掲げる者以外の者が使用する場合の使用料又は利用料金の額は、上表

の金額の２倍に相当する額とする。 

     (1) 児童生徒等 

     (2) 市内に住所を有する者 

     (3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

     (4) 市内に存する学校に在学する者 

３ 上表の使用料及び利用料金の額には、消費税等相当額を含む。 

４ テニスコート 

区 分 
9：00～ 

11：00 

11：00～ 

13：00 

13：00～ 

15：00 

15：00～ 

17：00 

17：00～ 

19：00 

19：00～ 

21：00 

生駒市

浄化セ

ンター 

アマチュ

アスポー

ツ 

1コート

につき 

720円 

1コート

につき 

720円 

1コート

につき 

720円 

1コート

につき 

720円 

1コート

につき 

620円 

 

テニス

コート(

全天候

型) 

生駒市

健民テ

ニスコ

ート 

アマチュ

アスポー

ツ以外(

集会、講

演会等) 

1コート

につき 

3,390円 

1コート

につき 

3,390円 

1コート

につき 

3,390円 

1コート

につき 

3,390円 

1コート

につき 

3,390円 

指定管理

者が特に

必要があ

ると認め

る営利使

用の場合 

1コート

につき 

12,440円 

1コート

につき 

12,440円 

1コート

につき 

12,440円 

1コート

につき 

12,440円 

1コート

につき 

12,440円 

生駒市 アマチュ 1コート 1コート 1コート 1コート 1コート   



浄化セ

ンター

テニス

コート(

砂入り

人工芝

型) 

イモ山

公園テ

ニスコ

ート 

滝寺公

園テニ

スコー

ト 

アスポー

ツ 

につき 

1,230円 

につき 

1,230円 

につき 

1,230円 

につき 

1,230円 

につき 

1,030円 

アマチュ

アスポー

ツ以外(

集会、講

演会等) 

1コート

につき 

5,090円 

1コート

につき 

5,090円 

1コート

につき 

5,090円 

1コート

につき 

5,090円 

1コート

につき 

5,090円 

指定管理

者が特に

必要があ

ると認め

る営利使

用の場合 

1コート

につき 

18,670円 

1コート

につき 

18,670円 

1コート

につき 

18,670円 

1コート

につき 

18,670円 

1コート

につき 

18,670円 

生駒市

総合公

園テニ

スコー

ト 

生駒山

麓公園

テニス

コート 

むかい

やま公

園テニ

スコー

ト 

アマチュ

アスポー

ツ 

1コート

につき 

1,230円 

1コート

につき 

1,230円 

1コート

につき 

1,230円 

1コート

につき 

1,230円 

1コート

につき 

1,230円 

1コート

につき 

1,230円 

アマチュ

アスポー

ツ以外(

集会、講

演会等) 

1コート

につき 

5,090円 

1コート

につき 

5,090円 

1コート

につき 

5,090円 

1コート

につき 

5,090円 

1コート

につき 

5,090円 

1コート

につき 

5,090円 

指定管理

者が特に

必要があ

ると認め

る営利使

用の場合 

1コート

につき 

18,670円 

1コート

につき 

18,670円 

1コート

につき 

18,670円 

1コート

につき 

18,670円 

1コート

につき 

18,670円 

1コート

につき 

18,670円 

備考 

   １  児童生徒等が使用する場合の使用料又は利用料金の額は、上表の金額の２

分の１に相当する額とする。 

   ２  次に掲げる者以外の者が使用する場合の使用料又は利用料金の額は、上表

の金額の２倍に相当する額とする。 

     (1) 児童生徒等 

     (2) 市内に住所を有する者 

     (3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

     (4) 市内に存する学校に在学する者 

   ３ 上表の使用料及び利用料金の額には、消費税等相当額を含む。 

  別表第３の５の表備考第３項を同表備考第４項とし、同表備考第２項の次に

次の１項を加える。 

   ３ 次に掲げる者以外の者が使用する場合の使用料の額は、上表の金額の

２倍に相当する額とする。 

    (1) 児童生徒等 

    (2) 市内に住所を有する者 



    (3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

    (4) 市内に存する学校に在学する者 

  別表第３の６の表を次のように改める。 

６ 相撲場 

区 分 

(午前) 

9：00～ 

13：00 

(午後) 

13：00～ 

17：00 

(夜間) 

17：00～ 

19：00 

生駒市

総合公

園相撲

場 

アマチュアスポーツ 310円 310円 210円 

アマチュアスポーツ

以外(集会、講演会

等) 

1,700円 1,700円 1,700円 

指定管理者が特に必

要があると認める営

利使用の場合 

6,220円 6,220円 6,220円 

備考 

   １  児童生徒等が使用する場合の使用料の額は、上表の金額の２分の１に相当

する額とする。 

  ２ 次に掲げる者以外の者が使用する場合の使用料の額は、上表の金額の２倍

に相当する額とする。 

   (1) 児童生徒等 

   (2) 市内に住所を有する者 

   (3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

   (4) 市内に存する学校に在学する者 

  ３ 上表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。 

第２条 生駒市体育施設条例の一部を次のように改正する。 

  別表第１の(1)の表中 

生駒市北大和体育館 生駒市北大和３丁目５０７７番地 

 

（仮称）生駒市北部スポーツセンタ

ー体育館 

生駒市高山町１６６番地２ 

生駒市北大和体育館 生駒市北大和３丁目５０７７番地 

改め、別表第１の(3)の表中 

生駒市北大和野球場 生駒市北大和３丁目５０７７番地 

 

（仮称）生駒市北部スポーツセンタ

ー野球場 

生駒市高山町１６６番地２ 

（仮称）生駒市北部スポーツセンタ

ーグラウンド 

生駒市高山町１６６番地２ 

（仮称）生駒市北部スポーツセンタ

ーグラウンドランニングトラック 

生駒市高山町１６６番地２ 

「 

」 
を

「 

」 

に

「 

」 
を

「 

に 



生駒市北大和野球場 生駒市北大和３丁目５０７７番地 

改め、別表第１の(4)の表を次のように改める。 

  (4) テニスコート 

名 称 位 置 

（仮称）生駒市北部スポーツセンタ

ーテニスコート 

生駒市高山町１６６番地２ 

生駒市浄化センターテニスコート 生駒市東山町２０１番地２１ 

別表第３の１の表中備考以外の部分を次のように改める。 

１ 体育館 

区 分 

(午前) 

9：00～ 

12：00 

(午後) 

12：00～ 

15：00 

(夕方) 

15：00～ 

18：00 

(夜間) 

18：00～ 

21：00 

(仮称)

生駒市

北部ス

ポーツ

センタ

ー体育

館 

生駒市

市民体

育館 

生駒市

総合公

園体育

館 

アマチ

ュアス

ポーツ 

体育室

全面 

3,700円 3,700円 3,700円 3,700円 

体育室

半面 

1,850円 1,850円 1,850円 1,850円 

アマチュアス

ポーツ以外(集

会、講演会等) 

16,970円 16,970円 16,970円 16,970円 

指定管理者が

特に必要があ

ると認める営

利使用の場合 

62,230円 62,230円 62,230円 62,230円 

会議室 510円 510円 510円 510円 

多目的室 1,230円 1,230円 1,230円 1,230円 

生駒市

北大和

体育館 

生駒市

小平尾

南体育

館 

生駒市

井出山

体育館 

アマチュアス

ポーツ 

1,850円 1,850円 1,850円 1,850円 

アマチュアス

ポーツ以外(集

会、講演会等) 

8,490円 8,490円 8,490円 8,490円 

指定管理者が

特に必要があ

ると認める営

利使用の場合 

31,110円 31,110円 31,110円 31,110円 

会議室 510円 510円 510円 510円 

むかい アマチュアス 2,160円  2,160円 2,160円 2,160円 

やま公

園体育

館 

ポーツ     

アマチュアス

ポーツ以外(集

会、講演会等) 

9,950円 9,950円 9,950円 9,950円 

指定管理者が

特に必要があ

ると認める営

利使用の場合 

36,480円 36,480円 36,480円 36,480円 

」 



別表第３の３の表を次のように改める。 

３ グラウンド 

区 分 

(午前) 

9：00～ 

13：00 

(午後) 

13：00～ 

17：00 

(夜間) 

17：00～ 

19：00 

(夜間) 

17：00～ 

21：00 

(仮称)

生駒市

北部ス

ポーツ

センタ

ー野球

場 

アマチュアス

ポーツ 

1,640円 1,640円 620円  

アマチュアス

ポーツ以外(集

会、講演会等) 

6,790円 6,790円 3,390円 

指定管理者が

特に必要があ

ると認める営

利使用の場合 

24,890円 24,890円 12,440円 

(仮称)

生駒市

北部ス

ポーツ

センタ

ーグラ

ウンド 

アマチ

ュアス

ポーツ 

全面 4,110円 4,110円  4,110円 

半面 2,060円 2,060円 2,060円 

アマチュアス

ポーツ以外(集

会、講演会等) 

16,970円 16,970円 16,970円 

指定管理者が

特に必要があ

ると認める営

利使用の場合 

62,230円 62,230円 62,230円 

(仮称)

生駒市

北部ス

ポーツ

センタ

ーグラ

ウンド

ランニ

ングト

ラック 

個人

使用 

大人 1人につき1回 210円  

小人 1人につき1回 100円 

生駒市

北大和

グラウ

ンド 

イモ山

公園グ

ラウン

ド 

むかい

やま公

園グラ

ウンド 

アマチュアス

ポーツ 

1,340円 1,340円 510円  

アマチュアス

ポーツ以外(集

会、講演会等) 

6,790円 6,790円 3,390円 

指定管理者が

特に必要があ

ると認める営

利使用の場合 

24,890円 24,890円 12,440円 

生駒市

北大和

野球場 

生駒市

井出山

アマチュアス

ポーツ 

1,640円 1,640円   1,640円 

アマチュアス

ポーツ以外(集

会、講演会等) 

6,790円 6,790円 6,790円 



グラウ

ンド 

指定管理者が

特に必要があ

ると認める営

利使用の場合 

24,890円 24,890円 24,890円 

生駒市

総合公

園グラ

ウンド 

生駒市

健民グ

ラウン

ド 

アマチュアス

ポーツ 

1,340円 1,340円   1,340円 

アマチュアス

ポーツ以外(集

会、講演会等) 

6,790円 6,790円 6,790円 

指定管理者が

特に必要があ

ると認める営

利使用の場合 

24,890円 24,890円 24,890円 

生駒市

小平尾

南少年

グラウ

ンド 

アマチュアス

ポーツ 

620円 620円   620円 

アマチュアス

ポーツ以外(集

会、講演会等) 

3,390円 3,390円 3,390円 

指定管理者が

特に必要があ

ると認める営

利使用の場合 

12,440円 12,440円 12,440円 

備考 

１ 「半面」とは、グラウンドの面積の２分の１以下をいう。 

２ 「小人」とは、中学生以下の者をいう。ただし、３歳未満の者は、無料と

する。 

３ 「１回」とは、３時間以内における継続する使用をいう。 

４ 児童生徒等が使用する場合の使用料又は利用料金の額は、上表の金額の２

分の１に相当する額とする。ただし、（仮称）生駒市北部スポーツセンター

グラウンドランニングトラックについては、この限りでない。 

５ 次に掲げる者以外の者が使用する場合の使用料又は利用料金の額は、上表

の金額の２倍に相当する額とする。 

     (1) 児童生徒等 

   (2) 市内に住所を有する者 

   (3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

   (4) 市内に存する学校に在学する者 

  ６ （仮称）生駒市北部スポーツセンターグラウンドを日曜日若しくは土曜日

又は国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

に利用する場合の使用料の額は、当該使用料の額の１．５倍に相当する額と

する。 

７ 上表の使用料及び利用料金の額には、消費税等相当額を含む。 

別表第３の４の表中備考以外の部分を次のように改める。 

４ テニスコート 

区 分 
9：00～ 

11：00 

11：00～ 

13：00 

13：00～ 

15：00 

15：00～ 

17：00 

17：00～ 

19：00 

19：00～ 

21：00 

(仮称)

生駒市

北部ス

ポーツ

センタ

アマチュ

アスポー

ツ 

1コート

につき 

1,230円 

1コート

につき 

1,230円 

1コート

につき 

1,230円 

1コート

につき 

1,230円 

1コート

につき 

1,030円 

 

アマチュ

アスポー

1コート

につき 

1コート

につき 

1コート

につき 

1コート

につき 

1コート

につき 



ーテニ

スコー

ト 

生駒市

浄化セ

ンター

テニス

コート(

砂入り 

人工芝

型) 

イモ山

公園テ

ニスコ

ート 

滝寺公

園テニ

スコー

ト 

ツ以外(

集会、講

演会等) 

5,090円 5,090円 5,090円 5,090円 5,090円 

指定管理

者が特に

必要があ

ると認め

る営利使

用の場合 

1コート

につき 

18,670円 

1コート

につき 

18,670円 

1コート

につき 

18,670円 

1コート

につき 

18,670円 

1コート

につき 

18,670円 

       

生駒市

浄化セ

ンター

テニス

コート(

全天候

型) 

生駒市

健民テ

ニスコ

ート 

アマチュ

アスポー

ツ 

1コート

につき 

720円 

1コート

につき 

720円 

1コート

につき 

720円 

1コート

につき 

720円 

1コート

につき 

620円 

 

アマチュ

アスポー

ツ以外(

集会、講

演会等) 

1コート

につき 

3,390円 

1コート

につき 

3,390円 

1コート

につき 

3,390円 

1コート

につき 

3,390円 

1コート

につき 

3,390円 

指定管理

者が特に

必要があ

ると認め

る営利使

用の場合 

1コート

につき 

12,440円 

1コート

につき 

12,440円 

1コート

につき 

12,440円 

1コート

につき 

12,440円 

1コート

につき 

12,440円 

生駒市

総合公

園テニ

スコー

ト 

生駒山

麓公園

テニス

コート 

むかい

やま公

園テニ

スコー

ト 

アマチュ

アスポー

ツ 

1コート

につき 

1,230円 

1コート

につき 

1,230円 

1コート

につき 

1,230円 

1コート

につき 

1,230円 

1コート

につき 

1,230円 

1コート

につき 

1,230円 

アマチュ

アスポー

ツ以外(

集会、講

演会等) 

1コート

につき 

5,090円 

1コート

につき 

5,090円 

1コート

につき 

5,090円 

1コート

につき 

5,090円 

1コート

につき 

5,090円 

1コート

につき 

5,090円 

指定管理

者が特に

必要があ

ると認め

る営利使

用の場合 

1コート

につき 

18,670円 

1コート

につき 

18,670円 

1コート

につき 

18,670円 

1コート

につき 

18,670円 

1コート

につき 

18,670円 

1コート

につき 

18,670円 

別表第３の７の表中 

生駒市北大和野球場夜間照明 1 時間につき全点灯 4,110 円 
「 

」 

を 



1 時間につき 5 割点灯 2,060 円 

 

（ 仮 称 ）生 駒 市北 部ス ポ ー ツ セ

ンターグラウンド夜間照明 

1 時間につき全点灯 4,940 円 

1 時間につき 5 割点灯 2,470 円 

生駒市北大和野球場夜間照明 1 時間につき全点灯 4,110 円 

1 時間につき 5 割点灯 2,060 円 

改める。 

第３条 生駒市体育施設条例の一部を次のように改正する。 

  別表第１の(3)の表生駒市北大和野球場の項及び生駒市北大和グラウンドの

項を削る。 

別表第３の３の表中              を 

に、             を「生駒市井出山グラウンド」に改 

め、別表第３の７の表生駒市北大和野球場夜間照明の項を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行す

る。 

 (1) 附則第４項の規定 公布の日 

 (2) 第１条及び次項の規定 平成２６年１０月１日 

 (3) 第２条及び附則第３項の規定 平成２７年４月１日までの間において教

育委員会規則で定める日 

 (4) 第３条の規定 教育委員会規則で定める日 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の生駒市体育施設条例別表第３の規定は、平成２

」 

「 

に 

「生駒市北大和グラウンド 

 イモ山公園グラウンド 

 むかいやま公園グラウンド」 

「生駒市北大和野球場 

 生駒市井出山グラウンド」 

「イモ山公園グラウン 

 むかいやま公園グラ 

ド 

ウンド」 



６年１０月１日以後の使用に係る使用料及び利用料金（生駒市体育施設条例第

８条第２項に規定する利用料金をいう。以下同じ｡)について適用し、同日前の

使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。 

３ 第２条の規定による改正後の生駒市体育施設条例別表第３の規定は、附則第

１項第３号に規定する教育委員会規則で定める日以後の使用に係る使用料及び

利用料金について適用し、同日前の使用に係る使用料及び利用料金について

は、なお従前の例による。 

（社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税

法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜

本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正） 

４ 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税

法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜

本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整備に関する条例（平成２５年１２月生駒市条例第４１号

）の一部を次のように改正する。 

  第８条中生駒市体育施設条例別表第３の１の表から別表第３の５の表まで及

び別表第３の７の表の改正規定を次のように改める。 

   別表第３の１の表中「３，７００円」を「３，７７０円」に、「１，８５

０円」を「１，８９０円」に、「１６，９７０円」を「１７，２９０円」

に、「６２，２３０円」を「６３，３８０円」に、「５１０円」を「５２０

円」に、「１，２３０円」を「１，２６０円」に、「８，４９０円」を「８

，６４０円」に、「３１，１１０円」を「３１，６９０円」に、「２，１６

０円」を「２，２００円」に、「９，９５０円」を「１０，１３０円」に、

「３６，４８０円」を「３７，１６０円」に改め、別表第３の２の表中「２



，４７０円」を「２，５１０円」に、「１，２３０円」を「１，２６０円」

に、「１０，９７０円」を「１１，１８０円」に、「４１，４８０円」を「

４２，２５０円」に改め、別表第３の３の表中「１，６４０円」を「１，６

８０円」に、「６２０円」を「６３０円」に、「６，７９０円」を「６，９

１０円」に、「３，３９０円」を「３，４６０円」に、「２４，８９０円」

を「２５，３５０円」に、「１２，４４０円」を「１２，６８０円」に、「

４，１１０円」を「４，１９０円」に、「２，０６０円」を「２，０９０円

」に、「１６，９７０円」を「１７，２９０円」に、「６２，２３０円」を

「６３，３８０円」に、「１，３４０円」を「１，３６０円」に、「５１０

円」を「５２０円」に改め、別表第３の４の表中「１，２３０円」を「１，

２６０円」に、「１，０３０円」を「１，０５０円」に、「５，０９０円」

を「５，１９０円」に、「１８，６７０円」を「１９，０１０円」に、「７

２０円」を「７３０円」に、「６２０円」を「６３０円」に、「３，３９０

円」を「３，４６０円」に、「１２，４４０円」を「１２，６８０円」に改

め、別表第３の５の表中「１５０円」を「１６０円」に改め、別表第３の６

の表中「１，７００円」を「１，７３０円」に、「６，２２０円」を「６，

３４０円」に改め、別表第３の７の表中「４，９４０円」を「５，０３０円

」に、「２，４７０円」を「２，５１０円」に、「１，２３０円」を「１，

２６０円」に、「３７０円」を「３８０円」に、「３６０円」を「３７０円

」に改める。 

 


